
印旛健康福祉センター
の概要について

20２２(令和４)年１１月２日（水）

印旛健康福祉センター（印旛保健所）
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千葉県衛生行政区画
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１．組織
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センターの組織と業務
【保健所】

• 総務課→庶務、広報・啓発、地域防災
• 企画課→医務、薬務、地域保健医療計画、

情報収集（統計）、地域防災（災害時医療等）

• 地域保健課→母子保健、成人・老人保健、精神保健、栄養改善、
難病対策 等

• 疾病対策課→結核予防、感染症予防、エイズ対策 等
• 生活衛生課→食品衛生、動物愛護管理、環境衛生等
• 食品機動監視課→食品衛生監視
• 検査課→細菌検査、食品衛生検査等
【福祉事務所】

• 生活保護課→生活保護の事務（酒々井町、栄町）
• 地域福祉課→母子父子寡婦福祉資金、ＤＶ相談など
• 監査指導課→社会福祉法人の監査（印旛・香取・海匝）

4

Ｐ．１２



印旛健康福祉センターの職員数
内・成田支所職員数職種

５名４１名行政職
１２名５６名技術職
１７名９７名合計

０名１名（再掲）医師
２名７名獣医師
３名１１名薬剤師
６名２３名保健師
０名５名管理栄養士
１名５名臨床検査技師
０名１名診療放射線技師
０名２名看護師
０名１名栄養士

（令和4年10月31日現在）
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２．結核・感染症
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結核新登録者数、罹患率の年次推移
Ｐ．９９

   (年) H15 H20 H25 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 
新登録者数 120 86 77 93 ７８ ３８ ６６ 

罹患率(管内) 

（人口 10 万対） 
18.2 12.3 10.9 13.0 10.9 5.3 9.2 

罹患率(県) 22.9 17.7 14.8 12.0 11.1 9.7 8.7 

罹患率（国） 24.8 19.4 16.1 12.3 11.5 10.1 9.2 
 

2021年結核罹患率（人口10万
対）が10を切り結核低蔓延国に
なった。
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千葉県結核対策プラン(H29.3)の概要
結核対策の重点対象を患者に置き、患者とその家族を大切にすることを対策の基本とする

患者の早期発見 感染拡大の防止 治療の完了

診断の遅れ
をなくす

受診の遅れ
を低減

接触者健診
の徹底

治療完了
までの支援

ＤＯＴＳの
推進

３つの柱

５つのポイント

ＤＯＴＳとは服薬支援のこと



令和３年感染症(結核以外)届出件数
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【新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等感染症】
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症：12,383名

【3類感染症】腸管出血性大腸菌感染症：11名
【4類感染症】レジオネラ症：6名

デング熱：2名、マラリア：1名
日本紅斑熱：１名
E型肝炎：2名, A型肝炎：1名

【5類感染症】麻しん：５ 名、 風しん：９名、梅毒:27名他
管内の定点医療機関からの報告状況

【5類(定点)】感染性胃腸炎：2,413名
インフルエンザ：5名 (令和１年 11,460名)他



ＭＥＲＳ・新型インフルエンザ等に備え

感染防護服着脱訓練・患者搬送訓練
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３．食品衛生
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令和３年度実績

• 食品営業許可件数：８，２４６件
飲食店営業：５，２８５件
菓子製造業： ８９４件 等

• 監視件数 ※（ ）は食品機動監視課実績の再掲
総数 １，７０１（３９９）件
飲食店営業：１，０３２（１５２）件
菓子製造業： １９７（ ４９）件 等

• 食中毒発生件数：１件
原因施設：集団給食施設
原因食品：給食施設の料理
病院物質：カンピロバクター
患 者 数 ：１４名

・食品関係苦情数：５０件
異物混入：１４件、施設衛生１２件 等

Ｐ．１２３～
Ｐ．１５４～
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・食中毒等の事故防止対策

(1)夏の食品安全推進月間の実施（厚生労働省）

７月１６日から８月１５日

(2)食中毒予防強調月間の実施（千葉県）
８月 １日から８月３１日

(3)食中毒警報等発令制度の実施
食中毒注意報 ６月 １日から９月３０日
食中毒警報 ７月２０日から９月３０日

・衛生教育実施状況 （単位：件・人）

受 講 者 数回 数対 象 者

－－消 費 者

２８６（１５１）７（２）食品等事業者

Ｐ．１３０
Ｐ．１６１

※（ ）は食品機動監視課実績の再掲
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４．動物愛護管理
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適正飼養の普及 Ｐ．１３１～

○ こう傷事故 ※（ ）成田支所管内数再掲

総数：４１（１３）件

○ 指導等(件数）

○ 動物取扱業施設数及び立入検査状況
第一種動物取扱業：事業所数：４０６（１１８）件

監視件数：２２４（ ９０）件

特定動物の飼養及び保管：許可数： ６９（５３）件
監視件数：２６（１３）件
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多頭飼育事案への対応

○平成２７年度～

・管内一般家庭で小型犬の多頭飼育
近隣住民からの苦情受理
指導を重ねるも状況改善されず

○令和３年度
・関係機関と連携して解決策を模索

佐倉警察署の家宅捜索に同行
改めて、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく「引取り」
手続きを促し、２２１頭中１９８頭を保護（※）
飼養状況の確認を継続

※県動物愛護センターに登録のある譲渡等に関する団体の協力を
得て、収容後２週間ほどで全頭譲渡
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５．環境衛生
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令和３年度実績 Ｐ．１３５～

○ 生活衛生関係営業の衛生指導 ※（ ）支所分再掲

理容所、美容所、クリーニング所、
旅館、公衆浴場、興行場
施設総数：２，０９６（６６８）施設
監視件数： １０１（ ８８）件

○ 遊泳用プールの衛生指導
施設総数：６０（２０）施設
監視件数： ８（ ７）件

○ 苦情および相談
受理件数：６５９（４０１）件
（美容所、旅館・ホテル等）



６．精神保健福祉
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主要事業
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• 相談・援助
– 精神保健福祉相談員、保健師による電話、面接等
– 精神科医師による定例相談（予約制）

• 精神保健福祉法に基づく通報、診察、入院
– 警察官等による通報、措置診察・入院

• 市町等関係機関との連携、協力
• 自立支援

– 障害者総合支援法による総合的な支援（通院医療、居宅生活支援等）
の調整等

• 組織活動への助言、支援
– 患者家族会

• 普及啓発
– こころの健康づくり、精神障害への正しい理解の普及等

Ｐ．５９



措置入院
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Ｐ．60

自傷他害のおそれのある精神患者が対象
精神保健指定医2名が診察を実施し、2名共入院の必要ありと診断した場合
知事の権限で入院

保健所への通報 ８２件 （内、警察４６件）

↓
保健所の調査

↓
精神保健指定医の診察 ５８件（全通報数の７１％）

↓
要措置入院 ５２件（全通報数の６１％）

↓
入院医療機関への搬送



印旛保健所の通報件数
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Ｐ．60
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７．難病・小児慢性特定疾病
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Ｐ．６９

難病対策事業

昭和48年 特定疾患治療研究事業開始

平成27年1月1日
「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行

• 対象 ３３８疾病

• 毎年、更新申請が必要

難病法

①公平かつ安定的な制度を確立

②基本方針の策定

③調査及び研究の推進

④療養生活環境整備事業の実施等



特定医療費（指定難病）受給件数
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小児慢性特定疾病医療費支援制度受給者件数
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８．薬物乱用防止
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薬物乱用防止対策について Ｐ．２５
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○薬物乱用防止指導員（印旛健康福祉センター）地区協議会

目的

地域社会に根ざした覚醒剤等薬物乱用防止啓発活動を効果的に行う

ことによって、薬物乱用を許さない社会環境づくりを行う。

構成

各健康福祉センター管内ごとに設置。

管内市町から推薦された薬物乱用防止指導員（印旛地区５２名）が所属。

○主な活動内容

街頭キャンペーン 年2回（夏、冬）
令和３年度：新型コロナウイルス感染症の拡大により中止

※令和元年度：JR佐倉駅及び京成成田駅において実施
薬物乱用防止教室の開催

令和３年度：１３校（小学校１１、中学校２）

各地域での集会等における啓発活動



９．生活保護
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生活保護件数（対象：酒々井町・栄町）
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Ｐ．93～

生活保護の割合
８.０５‰（人口あたり）
単身の高齢者世帯
全世帯の５４.８％
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参考
保護率の位置づけ（令和３年８月時点）

（都道府県別保護率）

保護率地域

３．０６％大阪府１位

２．９３％北海道２位

２．６４％沖縄県３位

１．４１％千葉県１９位

０．３９％富山県４７位

注）全国平均は１．６３％（人口百人あたり１．６３人）
厚生労働省資料より 数値は速報 指定都市・中核市含む



１０．その他の福祉事業
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Ｐ．83
〇 母子父子寡婦福祉資金

母子・父子家庭及び寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童の福 祉
向上を図ることを目的として、各種資金の貸付を行っています。

◆貸付決定額 修学資金： ２件（２，７８４千円）

〇 配偶者暴力相談支援事業
配偶者からの暴力等に悩んでいる方からの相談を受け、必要な助言や情報 提供を

行っています。また、配偶者暴力相談支援センターとして、避難後の支援、保護命令
申立ての支援、一時保護の援助等を行っています。

また、広報について、千葉県では各自治体、運転免許センター、病院等に名刺大のＤ
Ｖ相談カードを、また、公共機関にステッカーを配布して女子トイレ等に貼付し、広報
啓発をしています。
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印旛健康福祉センターにおける
ＤＶ（配偶者等からの暴力）相談件数

Ｐ．89
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１１．新型コロナウィルス
感染症について
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新型コロナウイルス感染症
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印旛保健所管内の発生状況
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※Ｒ4.4.4にＨＥＲ－ＳＹＳからダウンロードしたデータを使用。


